
令和５年の埼玉県最低賃金の改定にあたって使用者代表委員から出された要望について 

  令和５年８月７日付け「埼玉県最低賃金の改正決定に関する報告書」（専門部会報告書）に添付された使用者代表委員の要望（別紙１）

については、同報告書を厚生労働省労働基準局賃金課への答申報告と合わせて送付することにより要望した。 

なお、要望事項に関する国による施策の実施状況は以下のとおり。 

１ 価格転嫁 

（１）中小企業・小規模事業者に対する支援（別紙２） 

賃金引上げに関する支援、生産性向上に関する支援、下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援等を実施。 

（２）パートナーシップ構築宣言（別紙３） 

①令和５年 12月 21日(木) 「第５回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」（主宰：内閣府、経済産業省） 

パートナーシップ構築宣言企業の増加や取組の効果等について各省庁から報告        

②令和６年２月８日（木） 埼玉県公労使会議（※労働施策総合推進法第 10条の３に基づく働き方改革地方協議会）（事務局：埼玉労働局）  

     埼玉県内における生産性の向上、適切な価格転嫁等を通じた賃金引上げ等の機運を醸成するため、開催。 

 ③令和６年２月２日（金） 強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議（主催：埼玉県） 

     適切な価格転嫁の実現を後押しするため、産官金労の 12 者で協定を締結し、県制度融資の適用拡大や国の補助金における加点

措置の実施、様々な媒体を活用した広報など、円滑な価格転嫁の環境整備に取り組んでいる。協定期間を令和 7年 3月 31日(月)ま

で延長した。令和５年度は、「価格転嫁の円滑化」、「中小企業の業態転換」、「適切な人材の育成・確保」について検討を行った。 

       ■パートナーシップ構築宣言企業（全国１位） R6.1.31現在 9.76％                     資料：同会議資料より 

 



２ 業務改善助成金 

   埼玉労働局、労働基準監督署、公共職業安定所及び埼玉働き方改革推進支援センターのほか中小企業庁が設置する「よろず支援拠

点」等とも連携し利用者のニーズに応じて相互に案内する等により、相談窓口を周知。 

※  令和５年度の業務改善助成金の申請件数：４６７件(令和４年度：１６２件) 

≪令和５年度 業務改善助成金を活用した事業場へのアンケート集計より≫ 

 

   （参考）埼玉働き方改革推進支援センター の活動実績 

    【相談】令和５年度 3,240件（R4 2,519件） 

    【セミナー】124回 約 3,000人参加    

３ 年収の壁への対応 

「年収の壁・支援強化パッケージ」（2023年 9月 27日全世代型社会保障構築本部決定）において、106万円の壁に対応するため、令

和５年 10月から、キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）を開始する等、当面の対応策を実施。  

※計画受理状況 別紙４（厚生労働省ホームページより）  



別紙３ 

  

賃金引上げに対する各種支援等に関する国への要望 

 

 埼玉地方最低賃金審議会使用者代表委員は、下記の事項について確実に実施するこ

とを国に対し強く要望する。 

 

記 

 

１ 令和３年度以降、最低賃金の大幅引上げが続いていることから、中小企業・小規

模事業者のおかれている厳しい経営環境に配意しつつ、生産性向上の取組や労務費

の上昇分も含めた価格転嫁が適切に行われるよう、ものづくり補助金、事業再構築

補助金や賃金引上げ促進税制など各種施策の充実・強化等必要な対策を徹底し、賃

金引上げの原資の確保につながる支援を継続的に実施すること。加えて、パートナ

ーシップ構築宣言企業の増加と取組の効果について、国として注視すること。 

 

２ 生産性向上に取り組むとともに事業場内最低賃金を一定以上引上げた場合に支

給される業務改善助成金について、埼玉においては、令和４年度における支給件数

が 105 件と、県内の中小企業約 16 万社に対して必ずしも広く活用されているとは

言えない。最低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者が各種支援制度を活用

しやすくするために、手続の簡略化を図る、相談窓口の周知を行うなどの検討を進

め、その施策の効果を中央最低賃金審議会において報告すること。 

 

３ 各種物価上昇に伴う労働者の生計費及び企業負担の上昇に対しても「燃料油価格

激変緩和対策事業」などの物価・生活対策としての政府による支援も継続して行う

こと。 

 

４ 近年の最低賃金の大幅な引上げに伴って、非正規・パートタイム労働者が１０３

万円や１３０万円に届かないように就業調整を行うケースが増加している。こうい

った状況は、労働者自身の収入が増加しないだけでなく、企業の人手不足にもつな

がるものであり、いわゆる「年収の壁」を抜本的に見直し、基礎控除額や給与所得

控除額の引上げを早急に検討すること。 

以上 
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「令和５年度埼玉県公労使会議」を開催 

埼玉労働局雇用環境・均等部企画課 

 

令和６年２月８日（木）にホテルブリラ

ンテ武蔵野（さいたま市中央区）において、

行政や県内の労使団体で構成する「令和５

年度埼玉県公労使会議」を開催しました。 

 

今回の会議は、宮﨑政久厚生労働副大臣

や大野元裕埼玉県知事、連合埼玉や県経営

者協会などの代表 12名が出席して、「賃金

引上げ」に向けた環境整備等について議論

がなされました。 

 

会議は、久知良俊二埼玉労働局長の進行

により、冒頭の宮﨑副大臣、大野知事の挨

拶の後、各行政・団体の出席者から「賃金引

上げ」に向けた取組、「年収の壁」を意識せ

ずに働くことができる環境づくりに向けた

取組、労務費の適切な転嫁のための価格交

渉に関する指針などについて、それぞれ発

言があり意見交換が行われました。 

 

また、会議後に、ぶら下がり会見があり、

副大臣と知事がそれぞれ見解を申し述べる

とともに、記者からの取材に対応して、本

会議を終了しました。 

 

さらに、会議終了後には、別室において、

「宮﨑副大臣と労使による座談会」を開催

し、使側に株式会社デサンの藤池誠治代表

取締役会長・埼玉県雇用対策協議会副会長

と株式会社キットセイコーの田邉弘栄代表

取締役・一般社団法人行田地区労働基準協

会会長らが参加して、第一線における賃金

引上げ等について、副大臣が労使と情報交

換を行いました。
 

会見する宮﨑副大臣（右）と大野知事（左） 
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価格交渉を担当する労働者の人事評価上の配慮について経済団体に要請しました 

価格交渉を担当する発注者企業の調達部門等の労働者については、人事評価における指標にコストの

削減が含まれ、その達成度合いが給与等の処遇に反映されている場合が多いものと考えられますが、こ

うした対応は、物価上昇に負けない賃上げを目指す中で不可欠である適切な価格転嫁を阻害してしまう

おそれがあります。 

こうした状況に鑑み、令和 6 年 3 月 25 日（月）、埼玉労働局久知良局長と埼玉県産業労働部浪江産

業政策局長は、県内経済団体を訪問し、価格交渉を担当する発注者企業の調達部門等の労働者が、社会

的要請である適切な価格転嫁を受け入れることによって処遇上の不利益を被ることがないよう、発注者

企業における人事評価上の配慮について要請を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真左から） 

浪江局長、岩田専務理事、久知良局長 

（写真左から） 

久知良局長、武藤専務理事、浪江局長 

【埼玉県商工会議所連合会】 【埼玉県商工会連合会】 

（写真左から） 

浪江局長、須藤専務理事、久知良局長 

（写真左から） 

浪江局長、廣澤専務理事、久知良局長 

【埼玉県経営者協会】 【埼玉県中小企業団体中央会】 

（写真左から） 

久知良局長、大石専務理事、浪江局長 

（写真左から） 

浪江局長、清水専務理事、久知良局長 

【埼玉経済同友会】 【埼玉中小企業家同友会】 



キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）計画届受理件数

令和６年４月末時点

※１令和５年10月20日受付開始以降の累計。
※２常時雇用する労働者（２か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者）の数による。
※３週所定労働時間の延長により、新たに有期雇用労働者等を社会保険の被保険者とした事業主に対して助成を行うもの。令和６年３月末までの経過措置。

※１

企業規模別件数 キャリアアップ計画件数
（合計）100人以下 101人～500人 501人以上

7,096件 1,330件 815件 9,241件

＜参考＞
短時間労働者労働時間延長コース のキャリアアップ計画件数（令和５年10月～令和６年３月末時点）

4,112件※３

参考：各年度ごとの取組開始予定労働者数（令和５年度～令和７年度）

取組予定労働者数（R5～R7合計） 令和５年度 令和６年度 令和７年度

225,580人 59,679人 86,351人 79,550人

8,748人 8,748人 - -

令和６年４月末時点

※４令和５年10月20日受付開始以降の累計。各年度に新たに取組開始を予定している労働者数。
企業から提出された計画届に現時点の見込みとして記載された労働者数を足し上げたものであり、支給申請件数や支給実績とは異なる。

※４

＜参考＞短時間労働者労働時間延長コース

※２

21,162人 21,419人 20,365人
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